
 

＞青年研修事業とは？ 

青年研修事業は、開発途上国の将来を担う青年層（20歳～35歳程度）を日本

に招き、それぞれの国における開発課題（行政、教育、農業、社会福祉、経済、

保健医療、環境及び情報通信など多岐にわたる専門分野）について日本の経験、

技術の基礎的理解を付与する研修を行い、将来の国づくりを担う人材の育成に

協力する事業です。 
 

 研修の実施においては、JICA が先方政府との調整等全体管理を行いますが、

日本国内における実際の研修プログラムの実施・運営は、上記の専門分野にお

いて専門的な機関とのネットワークや地域の特色を活かして研修成果を着実に

得ることができ、かつ海外からの研修員受入経験等を有する NPO、公益法人、大

学及び自治体等の団体が、JICA との業務委託契約を締結することにより、実施

しています。研修プログラムは、各地域の特性、専門性を活かした講義や視察、

実習のほか、同じ専門分野に携わる同世代の日本人関係者との意見交換会など

から構成されます。委託契約による研修プログラムの期間は標準 13 日間です。 
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＞青年研修を実施するには？ 

JICA では青年研修を実施頂ける NPO、公益法人、大学及び自治体等の団体の

募集を行っています。青年研修の実施を希望される団体には、募集期間中に資

格審査のための書類及び受入を希望する案件（予め JICAが募集する研修プログ

ラムの分野名／国名などを案件として提示するもの）の企画書（プログラムの

編成方針、具体的日程案と成果、実施体制等）他応募書類を提出していただき

ます。JICA 内で各団体から提出していただいた書類を審査し、実施して頂く委

託団体を決定します。 
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受入期間（16 日間） 

 

研修 

契約履行期間 

事前準備期間１ヶ月以内 事後整理期間１ヶ月以内 



 

＞委託業務の範囲及び内容 

研修プログラムの実施及びその運営に必要な以下の業務を実施していただき

ます。 

１．研修実施全般に関する事項 

（１）日程・研修カリキュラムの作成・調整 

（２）研修員及び同行者の移動に関する手配 

（３）研修実施に必要な経費の見積もり及び経費処理 

（４）研修員選考への協力 

（５）当機構、その他関係機関との連絡・調整 

（６）研修監理員との調整・確認 

（７）コースオリエンテーションの実施 

（８）研修の運営管理とモニタリング 

（９）研修員の技術レベルの把握 

（１０）各種発表会の実施 

（１１）研修員作成の各種レポートの分析・評価 

（１２）研修員からの技術的質問への回答 

（１３）評価会への出席、実施補佐 

（１４）閉講式への出席、実施補佐 

（１５）反省会への出席 

（１６）講義、視察の評価 

 

２．講義（演習・討議）の実施に関する事項 

（１）講師の選定・確保 

（２）講師への講義依頼文書等の発出 

（３）講義室及び使用資機材の確認･手配 

（４）講義テキスト、資機材、参考資料の準備・確認 

（５）講義等実施時の講師への対応 

（６）講師謝金の支払い 

（７）講師への旅費及び交通費の支払い 

（８）講師（又は所属先）への礼状の作成・送付 

 

３．見学（研修旅行）の実施に関する事項 

（１）見学先の選定・確保と見学依頼文書もしくは同行依頼文書の作成・送付 

（２）見学先への引率 

（３）見学謝金等の支払い 

（４）見学先への礼状の作成と送付 

 

４．事後整理 

（１）業務完了報告書及び経費精算報告書の作成 

 

 



 

＞本業務に係る報告書の提出 

本業務の報告書として、研修プログラム終了後速やかに、業務完了報告書及

び経費精算報告書を各１部ずつ提出していただきます。 

＞2020年度の青年研修プログラム 実施予定案件 

 

国・地域 案件名 中分類 小分類 研修員受入計画数 使用言語
インドネシア 都市環境管理コース 環境管理 環境行政一般 11 インドネシア語
カンボジア 地方行政コース ガバナンス 地方行政 17 カンボジア語
ラオス 職業訓練コース 教育 職業訓練・産業技術教育 8 ラオス語
イラク 地方行政コース ガバナンス 地方行政 12 アラビア語  

 

※実施時期は、2020 年度内いずれかの期間。（※ただし、東京オリンピック開

催時期期間およびその前後（2020 年 7 月中旬から 8 月上旬まで）は各手配など

で混雑することが予想されるため同時期の研修は避ける。）具体的には実施機関

選定後、決定します。 

 

各実施予定案件の概要や受入対象国の支援ニーズ等については、別添の「2020

年度 JICA中国 青年研修事業 実施予定案件に係る概要等」をご参照ください。 

 

なお、本案件の実施に係る日本政府の正式決定は 2020年 4月中旬を予定して

おり、同決定結果により本案件が実施されない可能性もありますので、あらか

じめご了承願います。 

 

＞応募要件（※案件受託上の条件） 

（１）公告日において、平成 31・32・33 年度または令和元年・2 年・3 年度全

省庁統一資格の「役務の提供等」の「A」または「B」または「C」または

「D」の認定等級（資格）を有すること。（同資格審査結果通知書（写し）

を添付すること。）なお、同資格審査結果通知を有していない場合は次の

書類 5 点を添付すること。 

・定款※若しくは寄付行為又はこれらに相当する文書 

※定款とは、法人の基本的なルールを定めた文書です。定款には、法人の目的、名称、

事務所をはじめとした組織に関する基本事項（法律に定められた事項）が記載されます。 

・法人登記簿謄本（コピーで可、法人格を持たない団体は提出不要です。） 

・直前営業（事業）年度事業報告書（JICA関連事業及び団体独自の活動を 

含む） 

・直前営業（事業）年度収支報告書 

・納税証明書（その 3の 3）(写) 

 任意団体の場合は納税証明書（その 3の 2） 

（２）応募意思確認書提出の時点で、独立行政法人国際協力機構一般契約事務

取扱細則（平成 15年細則（調）第 8号）第４条の規程に該当しない者で

あること。 

（３）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更正手続開始の申立がな

されている者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手



 

続き開始の申立がなされている者（手続き開始の決定後、再認定を受け

た者を除く）でないこと。 

（４）公告日から契約開始の日までの期間、契約に関し当機構から指名停止措

置を受けていないこと。 

（５）業務を統括するための統括責任者を選任し、機構担当者と綿密な連絡を

保ちつつ、研修業務が円滑に進むような体制を構築すること。また、本

業務の遂行に確実な履行体制を有していること。 

 
[注]1 企画競争の結果については、機構ホームページ上に原則公表しますので、ご

承知ください。 

[注]2 密接な関係にあると考えられる法人との契約に関する情報公開について 

本公示により契約に至った契約先に関する以下の情報を機構ホームページ上で公表

することとしますので、本内容に同意の上で、応募、契約の締結を行っていただきま

すようご理解をお願いいたします。 

なお、案件への応募及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせ

ていただきます。 

（１）公表の対象となる契約相手方 

次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。 

ア．当機構で役員を経験した者が再就職していること、又は当機構で課長相当職以上

の職を経験した者が役員等(注)として再就職していること 

（注）役員等とは、役員のほか、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者である

かを問わず、経営や業務運営について、助言することなどにより影響力を与え得ると

認められる者を含む。 

イ．当機構との間の取引高が総売上又は事業収入の3分の１以上を占めていること 

（２）公表する情報 

契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約相手方の氏名・住所、契

約金額とあわせ、次に掲げる情報を公表します。 

ア．対象となる再就職者の人数、再就職先での現在の職名、当機構での最終職名（氏

名は公表しない。） 

イ．契約相手方の直近の財務諸表における当機構との取引高 

ウ．総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引割合 

エ．一者応札又は応募である場合はその旨 

（３）当機構の役職員経験者の有無の確認日 

当該契約の締結日とします。 

（４）情報の提供 

契約締結日から 1 ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂くことになります。 

 

＞応募を希望される場合 

（１）2020年 2月 20日(木)までに、以下問合わせ先までメールにて応募予定の

旨ご連絡ください。 

（２）なお、応募手続に関し質問がある場合も下記メールアドレスにご連絡く

ださい。 

問合わせ先： 

 

 

 

 

 

 

郵便番号 739－0046 広島県東広島市鏡山 3－3－1 

JICA 中国 研修業務課（担当：鈴木／宮本） 

電話：082-421-6310 

Email:cicttp@jica.go.jp 



 

＞応募書類（「応募意思確認書」、「企画書」他）の提出期限等  

応募を希望される場合は、応募書類一式を以下のとおり提出してください。

詳細は別紙２「企画書の記載内容」を参考に別紙３「企画書の様式」を使用し

作成してください。 

（１）提出期限：2020年 3月 9日(月)17:00必着 

（２）提出先： 

  

 

 

 

 

（３）提出方法：持参又は郵送（書留郵便等の配達記録が残るものに限る。） 

（４）提出部数：正 1部 

（５）応募書類： 

（※全省庁統一資格審査結果通知書（写し）を添付される場合は②～⑥の書類提出は不要。） 

① 応募意思確認書（別紙１「応募意思確認書」参照） 

② 定款若しくは寄付行為又はこれらに相当する文書 

③ 法人登記簿謄本（コピーで可、法人格を持たない団体は提出不要） 

④ 直前営業（事業）年度事業報告書（JICA関連事業及び団体独自の活動を

含む） 

⑤ 直前営業（事業）年度収支報告書 

⑥ 納税証明書（その 3の 3）(写) 

任意団体の場合は納税証明書（その 3の 2） 

⑦ 企画書（別紙２「企画書の記載内容」及び別紙３「企画書の様式」参照） 

 

（６）契約相手先の決定方法及び結果の通知 

契約相手方の選定については、契約担当役が企画書等を審査し、その審

査結果を基に契約交渉順位を決定し、2020年 3月 31 日（火）までに通知

します。 

（７）その他 

・応募書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。 

   ・提出された応募書類一式は返却いたしません。 

・提出された応募書類一式は、応募書類の審査以外には無断で使用いた

しません。 

・上記（１）の期限以降における応募書類の差換え及び再提出は認めま

せん。 

   ・契約相手方に決まった団体のうち法人以外の課税事業者には、「納税証

明書」（その１：消費税及び地方消費税の「納付すべき税額」、「納付済額」、

「未納税額」の証明）あるいは「消費税課税事業者届出書」(控)、もし

くは税務署又は金融機関受領印のある納付書（写）を提出いただきます。 

   ※「納税証明書（その１）」を申請する際に、税目：消費税及び地方消費

郵便番号 739－0046 広島県東広島市鏡山 3－3－1 

JICA 中国 研修業務課（担当：鈴木／宮本） 

電話：082-421-6310 

Email:cicttp@jica.go.jp 

 



 

税、年度：直近の事業年度を指定する必要あり。 

   ※「消費税課税事業者届出書」（控）については 2年以内の税務署受領印 

のあるものを提出願います。 

 

＞契約交渉・手続き等 

JICA の経費基準（「技術研修員受入の手引き」）に基づき積算した見積書をも

とに、契約交渉を経て決定します。JICA は、研修委託にかかる人件費、及びそ

の他研修実施に必要な直接経費（講師謝金、資機材費等）を支払います。なお、

研修経費に関する JICAの規程・基準が変更することもありますので、予めご了

承願います。 

 

＞留意事項 

・当機構は、本研修コース実施にあたって、各コース実施言語の研修監理員を

配置予定です。研修監理員は講義及び演習・実習並びに見学・研修旅行時の通

訳、引率等をします。 

・本業務概要は予定段階のものですので、詳細については変更される可能性も

あります。 

以上 

別紙１：応募意思確認書（様式） 

別紙２：企画書の記載内容 

別紙３：企画書（様式） 

 

別添：「2020 年度 JICA 中国青年研修事業 実施予定案件に係る概要等」 


